
船舶事故調査報告書 

令和６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年３月１６日 １０時４０分ごろ 

発生場所 兵庫県香美
か み

町香住
か す み

港 

 香住港東浜西防波堤灯台から真方位０６６°８４０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３９.５′ 東経１３４°３８.８′） 

事故の概要  漁船第二成寿
せいじゅ

丸は、操業中、岩場に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年４月１５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第二成寿丸、０.４６トン 

 ＨＧ３－５００３０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 左舷船尾部外板及び船底外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、水温 約１１℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、航行用の船外機を停止し、操業用

の電動船外機を操縦しながら、岩場から１.５ｍ付近（水深約１ｍ）

で磯見漁（箱眼鏡で海中を見ながら、やす
．．

と呼ばれる漁具等を使用し

て海底に生息する生物を捕る漁）を開始した。 

 船長は、左舷船尾部付近で舷外に上半身を乗り出し、箱眼鏡から海

中を覗
のぞ

き込んであわび
．．．

等の探索を行っていたところ、約１０分後、本

船が、右舷方からの高い波に乗って流され、左舷側から岩場に乗り揚

げた。 

 本船は、その後、高い波を数回受けて引き波により自然離礁した。 

 船長は、離礁後、本船に海水が打ち込んでいたので、沈没するかも

しれないと思い、航行用の船外機を始動させて付近の海岸に任意座礁

させて上陸した。 

 船長の家族は、船長の帰りが遅いので、僚船船長に船を出して捜し

てもらうよう依頼した。 

 船長は、上陸後、意識が朦朧
もうろう

としていたところを僚船船長に発見さ

れ、僚船船長が１１９番通報をして来援した救急車により病院に搬送

され、低体温症と診断された。 

 船長は、防水型の携帯電話を身に着けていて操作しようとしたが、

うまく操作できなかった。 

 船長は、本事故発生場所付近での操業経験が豊富であり、磯波の発

生しやすい場所であることを知っていたが、沖合の波を見て波が高く



なかったので、操業に支障はないと思っていた。 

 文献「波浪学のＡＢＣ」（磯﨑一郎著、平成１８年株式会社成山堂

書店発行）によれば、次のとおりである。 

沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合に

は、水深と海底勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効

果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局波形勾配が急峻に

なって砕波します。これが、いわゆる磯波です。 

 本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約０.５ｍであった。 

分析  本船は、磯波の発生しやすい岩場付近で操業中、船長が、舷外に上

半身を乗り出し箱眼鏡から海中を覗き込んであわび
．．．

等の探索に集中し

ていたことから、右舷方からの高い磯波に気付かず、同波に乗って流

され、左舷側から岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、磯波の発生しやすい場所であることを知っていたが、沖合

を見て波が高くなかったことから、操業に支障はないと思い、あわび
．．．

等の探索に意識を集中していたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、磯波の発生しやすい岩場付近で操業中、船長

が、沖合を見て波が高くなく操業に支障はないと思い、あわび
．．．

等の探

索に意識を集中していたため、右舷方からの高い磯波に気付かず、同

波に乗って流され、左舷側から岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型漁船の船長は、波の影響を受けやすいことに留意するととも

に、水深が浅い場所で操業する際は急に高い磯波が発生すること

に十分留意し、波の状況について適切な見張りを行うこと。 

 


